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①厚労省担当課は検討を否定
　2017年11月16日、「飲食店、150平米以下は喫煙
可」という見出しで新聞報道やテレビニュースが
流れました（図１）。これが本当であれば150平米
＝10メートル×15メートル以上の大型店以外の
ほとんどの飲食店は除外されてしまいます。

　この報道に疑問をもったあるライターが厚生労
働省健康増進課に直接電話したところ、「そんな検

討はしていない、どこからそんな情報が出たのか
わからない、とけげんな様子だった」そうである
（図２）。

　同様のことは半年前の３月に厚生労働省ホーム
ページに発表された法律案でもありました。「●平
米以下の小規模なバーやスナックは除外」と明確
な面積基準は示されていませんでしたが、メディ
アでは「30平米」と、まことしやかに報道されてい
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図１．厚生労働省案の大幅後退を報じるニュース
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ました。いずれにしろ、世界標準である屋内全面禁
煙から大幅後退にならないように国民の健康を守
る医療職として声を上げていかねばなりません。

②東京都、「飲食店の実態調査」結果を発表
　国とは別に、条例による規制を検討している東
京都では、実効性のある受動喫煙防止対策を進め
るため、都全域から20,000店舗を無作為に抽出し、
2017年７〜８月に郵送法による調査が行われ（回
答数6,898件、回答率34.5％）、結果が11月27日に公
開されました（東京健康ステーション＞喫煙＞関
連情報東京都のデータからダウンロード）。
　まず、都が９月に公表し、本誌11月号で紹介し
た都条例案（図３＝46ページ参照）を再掲します。

　都内の飲食店の業種ですが図４（47ページ参
照）のように一般飲食店は56.7％、居酒屋などの遊
興飲食店は43.3％（居酒屋・焼き鳥屋23.2％、バー・
スナック15.9％など）でした。
　次は、問題となっている客席面積と従業員数の
状況です。店舗面積が30平米以下は29.1％、客席面
積30平米以下は27.9％、従業員がいない店舗は
12.3％でした（図５、６＝47、48ページ参照）。東
京都が「利用者が選択可能な掲示を義務付けた上
で、喫煙禁止場所としない」ことを想定している例
外扱いしている小規模なバー・スナック等は少な
く、現在の条例案がこのまま通れば都内の飲食店
等の受動喫煙はかなり軽減されることが予測され
ます。先月の本稿で紹介した「子どもを受動喫煙か
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ら守る条例」に続いて、飲食店等も対象にした条例
の第二弾がこのままの形で2018年２月の都議会
に上程されることを応援しましょう。

　2017年７月の総選挙後、第三次安倍改造内閣で
厚生労働大臣は塩崎恭久氏から加藤勝信氏に交代
しました。加藤現大臣は元大蔵官僚で農林水産大
臣秘書を経て国会議員になっています。また、日本
禁煙学会のホームページに公開されている「タバ
コ業界からの政治献金の実態調査（第四報）（2010
～ 2015年）」には、タバコ産業からの42万８千円の
献金を受け取っていることが記載されています
（図７＝48、49ページ参照）。意外なことに塩崎
前大臣も30万円を受け取っていました。きっと政
治献金の窓口は秘書でしょうし、よほどの事情が

無い限り献金を拒むことはないと思います（猪木
風に言えば「私はいつなんどき、誰の献金でも受け
る」）。加藤大臣がタバコ産業からの献金を受けて
いたとしても、また、出身が大蔵省であったとして
も、塩崎前大臣のように国民の健康を第一に考え
た政策を推進することをお願いしたいと思いま
す。
　さて、冒頭の記事の内容に戻りますが、東京都の
ような都会でも150平米以上の大型店は店舗面積
で7.1％、客席面積で3.6％しかありません。地方都
市では大型店の割合はもっと少なくなることで
しょう。150平米以下は除外、というザル法になら
ないように監視の目を光らせるとともに、医師会
としても実効性のある法改正を強く要望すること
が必要だと思います。

 
図３．東京都受動喫煙防止条例（仮称）の内容（平成29年11月号から再掲）
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図５．店舗面積（左）と客席面積（右）の調査結果（3,914店舗）
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図６．従業員数の調査結果（3,914店舗）

図７．タバコ産業から国会議員への政治献金（日本禁煙学会調査）
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